


はじめに

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター(都産技

研)本部にある「東京イノベーションハブ」は、中小企業間の交

流を目的として設立された施設です。中小企業の参加が可能

なセミナー、展示会及び研究発表会等の開催にご利用できま

す。ポスター発表用のシステムパネルなど、各種備品は貸出

しています。

本ガイドでは、東京イノベーションハブの詳細情報をはじめ、

ご利用いただく際の流れなどを紹介しています。

本ガイドを参考に、東京イノベーションハブのご利用をご検討

いただければ幸いです。
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１ 施設の概要
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名称 ： 東京イノベーションハブ

場所 ： 都産技研 本部 中2階

（東京都江東区青海 2‐4‐10）

床面積 ： 約360m2 (約31m×11.5m)

天井高 ： 5.5m

耐荷重 ： 300㎏/m2

電源 ： 単相100V、コンセント40カ所

利用可能人数 ： 5ページ目の「３ 施設レイアウト例➀」

インターネット接続 ： なし

付帯設備 ： 7ページ目の「５ 附帯設備」参照

空調 ： あり

水道 ： なし

その他 ： 階段下の受付スペースも利用可能

段差解消機あり（車いすの利用を想定）

講師控室あり

AV機材の操作はコントロールパネルを使用し、容易に行えます。

また、機材の持ち込みも可能です（要相談）。



２ 施設の写真
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内観(入口付近から) スクリーンを下ろした状態

拡大



３ 施設レイアウト例①

シアタータイプ 

(椅子のみ)

利用可能人数

300 名
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スクールタイプ 

(テーブル＋椅子)

利用可能人数

150 名

都産技研が対応可能な範囲でレイアウトいたします。

事前にご相談ください。



４ 施設レイアウト例②

都産技研が対応可能な範囲でレイアウトいたします。

事前にご相談ください。

ポスター発表例

利用可能人数

(応相談)

展示会例

利用可能人数

(応相談)
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５ 附帯設備

200インチ電動スクリーン

2台 (前後に1台ずつ)

折りたたみテーブ

50台

椅子

300脚

ポータブルステージ 12台
(写真は5台設置状態)

演台 2台

有線マイク 1本 レセプションチェア 14脚

ピクチャーワイヤー

96個

VHS/Blu-rayDisc レコーダー

1台

システムパネル

22枚
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DLP プロジェクター

2台 (前後に1台ずつ)

＊卓上型(2台)に変更の可能性あり

必ず事前に現地でご確認ください。

ワイヤレスマイク 4本



東京駅から約30分(JR新橋駅経由)

ゆりかもめ「テレコムセンター駅」前

りんかい線「東京テレポート」駅から徒歩15分

無料送迎バス5分(朝夕のみ)

都営バス海01 テレコムセンター駅前下車

６ アクセス

アクセスマップ 無料送迎バス時刻表

(東京テレポート駅

⇔都産技研本部)
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利用可能日

月曜日から金曜日

(祝日・12/29～1/3・設備点検日等除く)

利用時間

9:00～21:00(事前準備、事後片付け時間含む)

利用料金(税込)

公的機関：無料

都産技研との協定締結機関：無料

学協会＊：10,700円/時間

その他：21,500円/時間

＊日本学術会議協力学術研究団体認定の学協会等、

学術研究活動を行っている団体

請求書発行後、利用の7日前までに指定した銀行口座にお振込

みください。お支払い後に取消・変更された場合は、返金できま

せん(お支払い前なら、変更・取消可能)。料金には照明・空調・

電機代等を含みます。

７ 利用可能日・時間・料金
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８ 館内サービス施設 ・ 設備
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９ 周辺施設
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連携企画室 連携推進係

TEL 03-5530-2134

renkei@iri-tokyo.jp

9:00～17:00(営業日)

利用希望日の半年前から
7日前まで実施

承諾の場合

利用の7日前までに
実施

承諾書・請求書交付から
利用までに両者で打合せ

１０ ご利用の流れ

空き状況の確認

フォームに入力

料金納付

内容確認

承諾書・請求書交付

ご利用

利用申込

Web フォーム

URL送付
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ご利用者側 都産技研側



利用の承諾例

中小企業振興に寄与する交流連携事業が対象

① セミナー ・ フォーラム ・ シンポジウム

② ビジネスマッチングイベント

③ 異業種 ・ 同業種交流会

④ 研究発表会

利用の不承諾例

① 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係

者やそれに準ずる反社会的勢力等の利用。

② 施設設備を損傷するおそれがあるとき。

③ 施設管理上支障があるとき。

④ 申請者が都産技研事業の利用停止措置

を受けている場合。

１１ 利用の承諾・不承諾
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開催中においても、ご利用を取り消すことがあります。

利用の取消

① 利用の目的と異なる利用をしていた場合。

② 本ガイド又は都産技研の指示に従わなかったとき。

③ 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

④ 施設管理上、不都合が生じたとき。

利用者の義務

① 利用承諾後、会場レイアウト及び利用備品内容の確認等に

ついて、都産技研と詳細について打合せをお願いします。

② 本施設及び付帯施設の利用に当たっては、都産技研の指示

に従ってください。

③ 利用終了後、利用した施設及び付帯施設を直ちに原状回復

させて下さい。利用途中で利用の停止を命ぜられた場合も

同様とします。

④ 催事参加者に対する救護体制を計画して下さい。

⑤ 感染症対策を講じて下さい。

⑥ 安全に配慮して利用して下さい。

１２ 利用取消と利用者の義務
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① 搬入・設営・撤去のために、主催者・委託業者・出展

社が駐車場に侵入し、作業を行う場合は事前の届出が

必要です。聴講者・来場者については駐車スペースに

限りがあるため、可能な限り公共交通機関での来場を

推奨してください。

② 広告物等について、開催当日の連絡先を都産技研とし

ないでください。催事の広告物(チラシ、Webサイト

等)については、事前に都産技研の確認をお願いしま

す。所在地を示す目的以外での都産技研の名義使用は

禁止です(都産技研と共催等の場合は応相談)。

③ 電気配線工事を行う場合、事前に協議・届け出をお願い

します。

④ マスコミが取材目的で参加する場合は、事前にご相談

ください。

⑤ その他管理上調整が必要となる場合、事前にご相談

ください。

１３ 事前申請等が必要な行為
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駐車場の利用(無料)

事前に届出をすることで、駐車場を利用できます。

搬入作業のために、多数の車両で来場する場合、

事前に都産技研と打合せをしてください。

イベント参加者には、原則公共交通機関を利用する

ようにご連絡ください。駐車場のご利用は、都産技研

事業の利用者及び建物設備点検等を優先させて

いただきます。

１４ 搬出入のご案内①

格子柄の部分が駐車場
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設営に伴う搬入経路例 －1階－

設営に伴う搬入経路例 －2階－

中央入口、北側入口、通用口は台車による搬出入禁止

１５ 搬出入のご案内②
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① 宅配便の荷物等については、利用時間内に東京

イノベーションハブにおいて利用者が受け取って

ください。宅配便又は郵送物の受取りの場合、

送り状の宛先には必ず次の事項を記入してくだ

さい。 都産技研が受取ることはできません。

・送り先

〒135-0064 東京都江東区青海2‐4‐10

東京都立産業技術研究センター内

中2階 東京イノベーションハブ

・ 到着希望日時

・ 催事名

・ 主催団体、企業名など

・ 担当者名、担当者の携帯番号

② 宅配便の荷物の発送については、利用者が利用

時間内に東京イノベーションハブにおいて集荷

をしてもらってください。

１６ 荷物等の受取・発送

ー１８ー



① 利用の権利を譲渡、転貸すること。

② 公序良俗に反する行為。

③ 他人への迷惑行為(大音量、高熱や強い臭気を発する機器の使用など)。

④ 建屋の共用部分にポスター・広告物などを掲示すること。

⑤ 建屋の共用部分でチラシなどを配布すること。

⑥ 物品の販売宣伝などの営利行為及び勧誘行為を行うこと。

⑦ 施設の壁や床に画びょうや接着テープ等を使用すること、

並びに釘やアンカー等を打ち込むこと。

⑧ 付帯設備・備品の目的外利用及び所定外の場所への移動。

⑨ 定員を超えて利用すること。

⑩ 動物の持ち込み。

⑪ 火気・危険物(発火・引火しやすいもの)・薬品の使用。

⑫ スモークマシンなど、煙を発生する行為。

⑬ 敷地内における喫煙、種類を伴う飲食。

⑭ 指定場所以外での展示、荷物の受取り及び発送。

⑮ 指定場所以外への立ち入り。

⑯ ごみを施設内のごみ箱等に捨てること(すべてお持ち帰りください)。

⑰ 駐車車両のアイドリング。

⑱ 駐車場以外の場所(公道など敷地外も含む)への駐車。

⑲ 台車による指定通路以外の搬出入。

⑳ その他管理上支障となる行為。

１７ 禁止行為
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① 施設等を利用した催事(準備・撤去を含む)に

起因して、施設等及び在館者、利用者、関係

業者、出展者、来場者等に損害が発生した場

合、利用者がその損害賠償の責任を負うもの

とします。

② 利用者が本ガイド並びに、その他都産技研と

の協議事項等に違反し、①と同様損害が発生

した場合も、利用者がその損害賠償の責任を

負うものとします。

③ 施設等の利用に伴い、人身事故及び展示品・

貴重品その他物品の盗難・破損事故等が生じ

た場合、施設等の管理に重大な瑕疵がない限

り、その損害賠償責任は利用者が負うものと

します。

１８ 損害賠償・免責事項
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TOKYO
N

[問い合わせ先]

〒135-0064 東京都江東区青海2-4-10

本部連携企画室連携推進係

TEL 03-5530-2134

renkei@iri-tokyo.jp
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